
【機密性1情報】 様式3-4

公益
法人
の区
分

国所管、
都道府県
所管の区

分

応札・
応募者
数

スポーツ振興投票事業におけ
る広報・広告宣伝業務（2018
シーズンJリーグ開幕施策）

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.2.2
株式会社電通
東京都港区東新橋1-8-1

4010401048922

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
合】
企画競争を実施し、選定した契約
相手方との間で締結した基本契約
(平成24年12月21日付)第1条第1項
及び第2条に基づく個別契約

51,000,000 51,000,000 100.0% 0 － － － 概算契約

toto販売・払戻システム改善
対応（情報サイト構築に伴う
現公式サイトの改修対応（セ
ンターシステム接続））

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.2.6
日本ユニシス株式会社
東京都江東区豊洲1-1-1

2010601029542

【会計規則第18条第4項:競争に付
することが不利と認められる場
合】
現に契約履行中のシステム運用保
守業務の契約相手方以外が履行し
た場合、障害発生時の問題箇所特
定が困難になる等、著しく不利な
契約となる虞があるため。

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

12,022,646 － 0 － － －

toto販売・払戻システム改善
対応（【2年延長】
SecureSuiteV導入）

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.2.6
日本ユニシス株式会社
東京都江東区豊洲1-1-1

2010601029542

【会計規則第18条第4項:競争に付
することが不利と認められる場
合】
現に契約履行中のシステム運用保
守業務の契約相手方以外が履行し
た場合、障害発生時の問題箇所特
定が困難になる等、著しく不利な
契約となる虞があるため。

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

11,059,696 － 0 － － －

独立行政法人日本学術振興会
海外研究連絡ｾﾝﾀｰにおいて実
施する我が国の大学等の海外
活動展開に関する協力・支援

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.2.7
独立行政法人日本学術振興
会
東京都千代田区麹町5-3-1

1010005006890

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
合】
ロンドン事務所の活動内容である
「英国、欧州を中心としたｽﾎﾟｰﾂ政
策情報等の収集」等をより効率的
に継続して実施していくために
は、「独立行政法人日本学術振興
会海外研究連絡センターが実施す
る大学等の活動展開に関する協
力・支援」の枠組みを活用するこ
とが適切であるため。

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

1,944,000 － 0 － － －

基幹システムのセキュリティ
運用作業

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.2.7

株式会社富士通マーケティ
ング公共営業本部官庁第一
統括営業部
東京都港区港南二丁目15番
3号

5010001006767

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
合】
現行の基盤システムの構築・運用
保守の追加業務に属するため。

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

6,927,984 － 0 － － －

機械学習を用いた試合分析ア
ルゴリズムの開発支援

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.2.16

日本アイ・ビー・エム株式
会社
東京都中央区日本橋箱崎町
19-21

1010001128061

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
合】
本業務の成果を実用する際に用い
ることとなる既存サーバの特許を
多数持つ等既存システムに適合
し、高精度のアルゴリズム開発を
支援できるのは日本アイ・ビー・
エム株式会社のみであるため。

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

8,499,600 － 0 － － －

備考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公開（物品･役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約の相手方の商号又は名
称及び住所

随意契約によることとした業務方
法書又は会計規程等の根拠規程及
び理由

予定価格
（単位：円）

落札率

法人名：独立行政法人日本スポーツ振興センター（法人番号：5011105002256）

契約の相手方の
法人番号

契約金額
（単位：円）

再就
職の
役員
の数

公益法人の場合



公益
法人
の区
分

国所管、
都道府県
所管の区

分

応札・
応募者
数

備考物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約の相手方の商号又は名
称及び住所

随意契約によることとした業務方
法書又は会計規程等の根拠規程及
び理由

予定価格
（単位：円）

落札率
契約の相手方の
法人番号

契約金額
（単位：円）

再就
職の
役員
の数

公益法人の場合

次世代アンチウィルスソフト
ウェアの導入

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.2.16
TIS株式会社
東京都新宿区西新宿8-17-1

2010001134133

【会計規則第18条第5項及び契約事
務取扱規程第25条:再度の入札をし
ても落札者がないとき】
不落随契のため。

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

12,841,200 － 0 － － －

toto販売・払戻システム改善
対応（新toto端末ヘルプデス
クへの業務支援端末の設置対
応）

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.2.19
日本ユニシス株式会社
東京都江東区豊洲1-1-1

2010601029542

【会計規則第18条第4項:競争に付
することが不利と認められる場
合】
現に契約履行中のシステム運用保
守業務の契約相手方以外が履行し
た場合、障害発生時の問題箇所特
定が困難になる等、著しく不利な
契約となる虞があるため。

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

2,597,594 － 0 － － －

toto販売・払戻システム改善
対応（セゾンカードフィー
チャーフォン向けサービス終
了に伴うtoto公式モバイルサ
イトの改修）

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.2.19
日本ユニシス株式会社
東京都江東区豊洲1-1-1

2010601029542

【会計規則第18条第4項:競争に付
することが不利と認められる場
合】
現に契約履行中のシステム運用保
守業務の契約相手方以外が履行し
た場合、障害発生時の問題箇所特
定が困難になる等、著しく不利な
契約となる虞があるため。

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

3,021,570 － 0 － － －

toto販売・払戻システム改善
対応（ローソンの店舗情報マ
スタ登録・更新作業における
エラーの解消）

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.2.19
日本ユニシス株式会社
東京都江東区豊洲1-1-1

2010601029542

【会計規則第18条第4項:競争に付
することが不利と認められる場
合】
現に契約履行中のシステム運用保
守業務の契約相手方以外が履行し
た場合、障害発生時の問題箇所特
定が困難になる等、著しく不利な
契約となる虞があるため。

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

1,220,788 － 0 － － －

新toto端末運用保守（パイ
ロット期間対応）

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.2.20
日本ユニシス株式会社
東京都江東区豊洲1-1-1

2010601029542

【会計規則第18条第4項:競争に付
することが不利と認められる場
合】
現に契約履行中のシステム運用保
守業務の契約相手方以外が履行し
た場合、障害発生時の問題箇所特
定が困難になる等、著しく不利な
契約となる虞があるため。

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

4,885,293 － 0 － － －

toto販売・払戻システム改善
対応（【2年延長】お客様セ
ンター業者変更に伴う対応）

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.2.21
日本ユニシス株式会社
東京都江東区豊洲1-1-1

2010601029542

【会計規則第18条第4項:競争に付
することが不利と認められる場
合】
現に契約履行中のシステム運用保
守業務の契約相手方以外が履行し
た場合、障害発生時の問題箇所特
定が困難になる等、著しく不利な
契約となる虞があるため。

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

7,192,400 － 0 － － －

軌跡計測システムの製造業務
委託

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.2.26
株式会社日立製作所
東京都品川区南大井6-23-1
日立大森ビル

7010001008844

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
合】
移動物測定システムは、㈱日立製
作所の特許であるため。

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

38,998,800 － 0 － － －
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の区
分
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都道府県
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備考物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約の相手方の商号又は名
称及び住所

随意契約によることとした業務方
法書又は会計規程等の根拠規程及
び理由

予定価格
（単位：円）
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契約の相手方の
法人番号

契約金額
（単位：円）

再就
職の
役員
の数

公益法人の場合

平成30年度　新国立競技場整
備事業敷地に係る土地賃貸借
の契約（渋谷区）

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.2.26
渋谷区
東京都渋谷区宇田川町１-1

9000020131130

【会計規則第18条第5項:都道府県
等から直接に物件を買い入れ又は
借り入れ】
契約の相手方が公法人である東京
都であることから、独立行政法人
日本スポーツ振興センター会計規
則第１８条第５項の規定「都道府
県及び市町村その他の公法人、公
益法人等から直接に物件を買い入
れ又は借り入れるとき」に該当す
るため。

－ 41,536,800 － 0 － － －

ウェアラブルセンサー用プロ
グラムの製造

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.2.27
株式会社日立製作所
東京都品川区南大井6-23-1
日立大森ビル

7010001008844

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
合】
これまでのウェアラブルセンサー
の詳細な仕様の情報については、
平成27.28年と日立製作所と共同研
究及び機器の製造を行ってきた株
式会社日立製作所が保有してお
り、他者では有しておらず開示も
出来ないため

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

5,940,000 － 0 － － －

国立スポーツ科学センター射
撃練習場電子標的の購入設置
の契約について

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.2.28
日本ビーム株式会社
東京都港区港南四丁目６番
２号－２９０１

8010401077265

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
合】
メーカーであるSUIS社が指定する
総代理店が日本ビーム株式会社で
あるため。

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

7,506,000 － 0 － － －

X線コンピューター断層装置
の修理

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.2.28

シーメンスヘルスケア株式
会社
東京都品川区大崎一丁目１
１番１号ゲートシティ大崎
ウエストタワー

3010701004312

【会計規則第18条第4項:天災地変
その他の急迫の場合】
契約相手方の自社製品の修理業務
であり、かつ、早期に実施しなけ
れば業務に支障がでるため。

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

38,502,000 － 0 － － －

※公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


